
 会場  

   悪質な訪問販売によるトラブルは後を絶ちません。また、よく耳にする「クーリングオフ」が

どういうものか、また、そのやり方はご存じですか？ 

   四日市市では、市民の皆さんに消費をはじめ生活全般に関して役立つ知識をお伝えする

ため、消費者講座を開催しています。今回は、訪問販売の仕組みやクーリングオフについて

わかりやすくお話しいただきます。ぜひ皆さんお誘いあわせのうえ、ご来場ください。 

 

 ■講師    （公社）日本訪問販売協会の職員  

 ■定員    ５０名（事前申込不要） 

 ■参加料  無料 

 ※駐車場のご用意はありません。公共交通機関をご利用ください。 

【お問い合わせ】 四日市市 市民・消費生活相談室  TEL 059-354-8147  FAX 059-354-8452 

四日市市地場産業振興センター 

（じばさん） ４階 視聴覚室 
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近鉄四日市駅より徒歩約５分  
Google マップ 


